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医師の働き方改革について

資料１
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本日の内容

1. 医師の働き方改革の意義とこれまでの流れ

2. 医師の働き方改革の制度概要

3. 医療審議会の位置づけ、役割

4. 特定労務管理対象機関（B,連携B,C-1,C-2）

の申請を予定している医療機関の状況



働き方改革関連法の概要

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第７１号）の概要」よりJMAR編集

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を
総合的に進めるため、「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現」「雇用形態にかか
わらない公正な待遇の確保」等のための措置を講ずる

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

１．労働時間に関する制度の見直し
（労働基準法、労働安全衛生法）

（１）時間外労働の上限について
（２）割増賃金率について
（３）年次有給休暇について
（４）高度プロフェッショナル制度の創設
（５）労働時間の状況の把握について

２．勤務時間インターバル制度について
（労働時間等設定改善法）

３．産業医・産業保健機能の強化
（労働安全衛生法等）

１．不合理な待遇さを解消するための規程の整備
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法等）

２．労働者に対する待遇に関する説明義務
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法等）

３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続き（行政ADR）の整備

3

厚生労働省作成
（一部改変）



医師の働き方の意義
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• 人口減少社会において、社会を維持するためには、柔軟な働き方を可能とし、様々な制約のある方にも働

いてもらえる環境が必要（⇒子育て中の医師等の活躍機会を増やす等）

• また、少ない人員でも機能する働き方への変革が必要（⇒チーム医療の推進等）

社会構造の変化への対応

• 持続可能な医療提供体制の構築を通じ、地域医療提供の確保を。

• 医療の質と安全の確保のためにも、医師の勤務環境を改善し、休息を確保した働き方へ変わる必要がある。

（長時間労働は睡眠不足を招き、医療安全が脅かされることが確認されている。）

安全な医療の提供のためにも

• 医師にしかできない業務に集中することで、やりがいの向上へ

• 自分で自由に差配できる時間（自己投資時間）を増やすことで、家族時間の確保／研鑽時間の充実／研究

時間の確保等自らのキャリア志向に沿った行動を可能に。

医師本人にとっても

【医療事故やヒヤリ・ハットの経験（勤務時間区分ごと）】

（出典）平成29年度厚生労働省・文部科学省委託「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書（医療に関する調査）」

（平均的な１ヶ月における実勤務時間）

Belenky et al, J Sleep Res 2003Dawson & Reid, Nature 1997

【睡眠と作業能力の関係（第５回検討会 高橋正也参考人報告資料より抜粋）】

経営の視点：働き手の獲得競争への対応 ※医療機関間／他業種間

厚生労働省作成



医師の働き方改革の議論の進捗

2024.4
(R6.4)

2023.4
(R5.4)

2022.4
(R4.4)

2021.4
(R3.4)

2020.4
(R2.4)

2019.4
(H31.4)

2018.4
(H30.4)

2017.4
(H29.4)

2016.4
(H28.4)

「働き方改革実行計画」
（2017年３月28日)

働き方改革実現会議決定

※「医師については、時間外労働規制の対象とするが（中略）改正
法の施行期日（※平成31年４月１日）の５年後を目途に規制を適
用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い
新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後を
目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討
し、結論を得る。」

働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律

（2018年７月６日公布）

大企業：2019.4施行 中小企業：2020.4施行

2017.8

医師の働き方改革に関する
検討会（全22回）

2019.3

報告書
とりまとめ

2019.7

医師の働き方改革の推進に関する
検討会（これまでに17回）

2020.12

良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制
の確保を推進するため
の医療法等の一部を改
正する法律
（2021年5月28日公布）

（
引
き
続
き
詳
細

論
点
を
議
論
）

施行
まで
約１年

医師：2024.4施行

中間
とりまとめ

2019.10 2020.12

医師の働き方改革を進めるためのタスク・
シフト／シェアの推進に関する検討会

議論の整理

関係政省令等の公布
（2022年1月19日公布）
一部施行（R4.2,4）
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厚生労働省作成
（一部改変）



医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞

・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）

・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応
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A 水準 A 水準

A 水準

B 水準B 水準

B,C-1,C-2 水準指定

C-1 水準

C-2 水準

B水準指定

※医療機関が都道府県に水準の指定申請をします。
※指定を受けた場合でも、医療機関の医師全員が連携B・B・C水準となるわけではありません。

A 水準

B 水準

C-2 水準

医師の労働時間の特別則

厚生労働省作成
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＜Ｂ水準対象医療機関＞（自院のみで960時間超）
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【医療機能】

◆「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに
対応するために整備しているもの」・「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画
において計画的な確保を図っている「５疾病・５事業」」双方の観点から、

ⅰ 三次救急医療機関

ⅱ 二次救急医療機関かつ「年間救急車受入台数1,000台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院
件数500件以上」かつ「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付け
られた医療機関」

ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認め
る医療機関

（例）精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）、小児救急のみを提供する医療
機関、へき地において中核的な役割を果たす医療機関

◆特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な
医療を提供する医療機関

（例）高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等



＜連携Ｂ水準対象医療機関＞（派遣先を含めて960時間超）
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【医療機能】

◆医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必
要な役割を担う医療機関

（例）大学病院、地域医療支援病院等のうち当該役割を担うもの

＜Ｃ-１水準対象医療機関＞（臨床研修医・専攻医）

【医療機能】

◆都道府県知事により指定された臨床研修プログラム又は日本専
門医機構により認定された専門研修プログラム／カリキュラムの
研修機関であること

→臨床研修医・専攻医を有する医療機関



Ｃ-２水準の対象技能となり得る具体的な技能

「Ｃ-２水準の対象分野」において「Ｃ-２水準の対象技能となり得る技能」であって、その「技能の修得にやむを得ず長時間労働
が必要となる業務」が存在するもの

Ｃ-２水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方

「技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務」の考え方に該当
次のア～ウの１つ以上に該当

ア）診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない

イ）同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ修得できない

ウ）その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ

３
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「Ｃ-２水準の対象分野」に該当

日本専門医機構の定める基本領域（19領域）において、

高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野

１

「Ｃ-２水準の対象技能となり得る技能」の考え方に該当２

かつ

かつ

具体的には

我が国の医療水準を維持発展していくために
必要とされる、医学研究や医療技術の進歩により
新たに登場した、保険未収載の治療・手術技術
（先進医療を含む）

良質かつ安全な医療を提供し続けるために、
個々の医師が独立して実施可能なレベルまで
修得・維持しておく必要があるが、基本領域の
専門医取得段階ではそのレベルまで到達する
ことが困難な技能

または

第15回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
（令和３年９月15日）資料１ 一部改変



ＢＣ水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ
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2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都

道

府

県

医

療

機

関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

厚生労働省作成
（一部改変）



愛媛県における指定審査の流れ（予定）

R５
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

R６
１月 ２月 ３月

医療機関

評価センター

県

医療審議会

指定の判断の
考え方整理

申請書類
公表

審査（処理期間２～３か月）
申請
受付
開始

審査・評価（処理期間最短４か月）

評価センター受審

県へ指定申請
（最終受付R5.11月末予定）

県指定後、36協定締結

指定の妥当性についてご議論
※臨時開催の可能性あり

時短計画作成、
宿日直許可申請等
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※県内医療機関の評価センターへの申請状況に合わせ、スケジュール

が前後する可能性あり。


